
 

放送大学学園研究員受入規程 

平成１５年１０月１日 

放送大学学園規程第３６号 

                  改正 平成２８年３月１５日、平成３１年４月２６日 

（趣旨） 

第１条 この規程は、放送大学（以下「本学」という。）における研究員の受入れに関し、必要な事項

を定めるものとする。 

（研究員の種類） 

第２条 研究員の種類は、次のとおりとする。 

一 受託研究員 その能力の一層の向上を図ることを目的とし、国内の教育機関その他の団体に所

属する教員、研究者又は技術者（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第１０２条に規定す

る大学院に入学することができる者又は学長がこれに準ずる学力があると認めた者に限る。） 

二 特別研究員 独立行政法人日本学術振興会業務方法書（独立行政法人日本学術振興会平成１５ 

年規程第１号）に基づく特別研究員及び外国人招へい研究者 

三 客員研究員 前各号に掲げる者のほか、本学の教授、准教授、講師又は助教と同等以上の研究 

能力があり、本学専任教員と共同して研究を行う者であって、本学における学術研究を推進する 

上で学長が適当であると認めたもの 

（申請） 

第３条 研究員の派遣を希望する機関の長又は本学の研究員となることを希望する者は、次の各号に 

掲げる書類を、本学における研究の開始を希望する２月前までに学長に提出するものとする。  

一 第２条第１号の研究員として派遣を希望する機関の長については、研究員受入申請書（別紙様 

式第１－１号） 

二 第２条第２号の研究員については、当該募集要項の定める書類 

三 第２条第３号の研究員として受入を希望する本学の専任教員については、研究員受入申請（別 

 紙様式第１－２号）及び研究調書（別紙様式第２号） 

（受入れの許可） 

第４条 研究員の受入れは、本学の教育及び研究に支障がない場合に限り、教授会の議を経て、学長が

許可する。 

（研究等の期間） 

第５条 第２条第１号又は第３号に掲げる研究員の研究期間は、１年以内とし、受入開始日の属する会 

計年度を越えることができない。ただし、学長は、研究を継続する必要があると認めるときは、これ 

を延長することができる。 

２ 第２条第２号の研究員の受入期間は、当該募集要項の定めるところによる。 
（研究料等） 

第６条 研究員の研究料等は、別表に定めるところによる。ただし、次の各号に該当する者は、研究料 
を免除することができる。 
一 本学との大学間交流協定により外国から派遣される研究員 

二 第２条第２号又は第３号に規定する研究員 

三 その他理事長が認めたもの 

２ 研究料は、本学の発する請求書により所定の期間内に納付しなければならない。 

３ 研究員が研究料を所定の期間内に納付しないときは、学長は、当該研究員の受入れの許可を取り消 

すことができる。 

４ 既納の研究料は、返付しない。 

（指導教員等） 

第７条 学長は、研究員に対して、その研究等の目的及び内容を考慮し、指導教員を定める。 

 



 
（施設等の利用） 

第８条 研究員は、指導教員及び監守者等の許可を得て、放送大学学園（以下「学園」という。）の 

施設及び設備を利用することができる。 

（研究証明書の交付） 

第９条 研究員が、その研究事項等について証明を願い出たときは、学長は、研究証明書（様式  

３）を交付する。 

（規程等の遵守） 

第１０条 研究員は、学園及び本学の規程等（以下「規程等」という。）を遵守しなければならな 

い。 

２ 研究員が規程等に違反し、又は学園の運営に重大な支障を生じさせ、若しくは生じさせるおそ 

れのあるときは、学長は、当該研究員の受入れの許可を取り消すことができる。 

（雑則） 

第１１条 この規程に定めるもののほか、研究員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。 

 

    附 則 

  この規程は、平成１５年１０月１日から施行する。 

    附 則（平成２８年３月１５日） 

  この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

    附 則（平成３１年４月２６日） 

  この規程は、令和元年５月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
別表 

 

区分 研究料(税別) 

受託研究員 

教授 月額 ２８，０００円 

准教授 月額 １５，０００円 

講師 月額 １１，０００円 

助教及び助手 月額 ７，０００円 

上記以外 月額 ４５，０００円 

  

備考  

１ヶ月を３０日とし、３０日に満たない日数は切り上げるものとする。 

本表の基準単価により難い場合については、別途協議して定めるものとする。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙様式１－１号 

 

受託研究員受入申請書 

 

  年  月  日 

 

 

放 送 大 学 長 殿 

 

機関名 

 

代表者             印 

 

 

 

下記のとおり、研究員を派遣いたしたく申請いたします。 

 

記 

 

フリガナ 

氏  名 

 性 

別 

男

女 

生年 

月日 

年  月  日生 

（  歳） 

所属先 
 

希望する理由  

研究題目  

研究内容等 

 

期間 年  月  日 ～   年  月  日 

希望指導教員  

備考 

 

［添付書類］ 履歴書 

 

 



 

別紙様式第１－２号 

 

客員研究員受入申請書 

 

  年  月  日 

 

 

放 送 大 学 長 殿 

 

 

所属・職名 

 

氏   名           印 

 

 

下記のとおり、研究員の受入れをいたしたく申請いたします。 

 

記 

 

フリガナ 

氏  名 

 性 

別 

男

女 

生年 

月日 

年  月  日生 

（  歳） 

所属先 
 

国籍 
 

希望する理由  

研究題目  

研究内容等 

 

期間 年  月  日 ～   年  月  日 

在留資格・期間 年  月  日 ～   年  月  日（外国籍の場合） 

日本における 

居所及び連絡先 
（外国籍の場合） 

備考 

（外国籍の場合は、日本における身元引受人を記載すること） 

［添付書類］履歴書、顔写真付パスポート（写）（外国籍の場合） 

 



 

別紙様式第２号 
研究調書 

研究業績等参考資料があれば添付してください。 

 

 

 

 

１．研究計画の概要 

２．主な研究業績 



 
別紙様式第３号 

 

研 究 証 明 書 
 

 

 

１．研究員氏名 

 

 

２．研究題目 

 

 

３．指導教員 

 

 

４．研究期間 

 

 

 

 

 上記のとおり研究したことを証明する。 

 

 

 

     年  月  日 

 

 

放送大学 

 

学 長          印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


